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発 刊 に あ た

文化財は，祖先のたくましい創造力，

育てられた貴重な財産であります。

私たちは，

姿で，

もに，

つ て

たゆまざる努力によ っ て生み

これらの文化財を損傷したり破壊することなく，

次の世代に伝えてゆく責務を負 っ ています。

私たちの山川町では，文化財保護条例が昭和47年に制定されるとと

文化財保護審議会が発足し，精力的に文化財の調査研究と活用 ．

が図られているところです。

その成果の一端を広く町民に知 っ ていただくために，本冊子を発刊

いたしました 。 関係者の方々が， これによ っ て文化財を愛する気持ち

を改めて確認していただければ幸いです。

昭和 6 0 年 3 月 1 8 日

山川町教育委員会

完全な
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教育長 山 下 郎
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た
と
い
う
こ
と

1

こ
の

二
点
で

、

も
っ
と
も

、

の
お
か
げ
で

、

が
っ
て

こ
こ
は

、

. 前
田
利
右
衛
門
の
右
に
出
る
人
は
い
な
い
と
い
っ
て
い
い
。

イ
モ

の
伝
来
に
つ
い
て
は

、

諸
説
が
あ
る
。

し
か
し

、

民
間
人
が
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
こ
と

、

そ
の
犠
牲
を
最
小
限
に
く
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

実
際

、

江
戸
時
代
に
は

、

幾
度
と
な
く
飢
饉
が
あ
り

、

台
風
の
常
襲
地
帯
で
も
あ
っ
た
の
で

、

全
国
的
に
多
く
の
人
々
が

亡
く
な
っ

た
。

火
山
灰
に
強
く

、

台
風
に
も
強
い

こ
の
カ
ラ

イ
モ
は
、
山
川

の
人
々
に
と
っ
て

、

そ
う
い
う
雑
穀
類
も

、

し
か
し

、

ま
さ
に
心
強
い
生
命
綱
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

強
風
に
よ
っ
て

フ
イ
に
な

る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
た

開
聞
岳
の
爆
発
に
よ
っ
て

、

ま
っ
た
く
の
火
山
灰
土
壌
と
化
し
、

ア
ワ

、

ソ
バ
な
ど
の
雑
穀
し
か
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
カ
ラ
イ
モ
は
、

て
琉
球
へ
と
伝
え
ら
れ
た
。

利
右
衛
門
は

、

徳
光
神
社
は

、

^ 

ヽ

山
川

の
人
々
に
と
っ
て
食
糧
革
命
を
お
こ
す
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は

、

「
唐
の
国
」
と
呼
ん
で
い
た
の
で

、

モ
を
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
に
持
ち
帰
っ
た
。

イ
モ

の
そ
も
そ
も
の
原
産

地
は
、

こ
の
地
の
人
々
は

、

そ
の
イ

モ
を

、

暦
の
国
の

イ
モ
ー

「
カ
ラ
イ
モ
」
と
呼

ん
だ
。

そ
の
イ

モ
が

、

利
右
衛
門
に
よ
っ
て

、
山
川

に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
、

ヨ

ー
ロ

ッ
パ
人
が
東
洋
に
進
出
す
る
や

、

そ
の
種
を
持
ち
帰
っ
た
。

そ
の
イ

モ
は

、

ア
メ
リ
カ
大
陸
を
発
見
(
-
四
九
二
年
）

そ
し
て

、

実
際
に
栽
培
し

山
川

の
人
々
は

、

こ
の
地
は
、

そ
の
頃

、

ま
た
、

た
び
重
な
る

人
々
は

、

カ
ラ

イ
モ

中
国
を

フ
ィ
リ
ビ
ン
か
ら
中
国
、

ア
メ

リ

カ
で
あ
る
。

し
た

コ
ロ

ン
ブ
ス
が

、

ま
ず

、

土
地
の
人
々
が
珍
し
い
も
の
を
食
べ
て
い
た
の
で

、

そ
れ
が
イ

モ
だ
っ
た
と
い
う
。

岡
児
ケ
水
の
漁
師
で
あ
っ
た
が

、

今
か
ら

二
百
八
十
年
程
前
の
宝
永
二
年
（

一
七
〇
五
）

鹿
児
島
県
に
サ
ッ
マ

イ
モ

を
伝
え
た
前
田
利
右
衛
門
を
ま
つ
る
神
社
で
あ
る
。

徳
光
神
社
の
概
要

琉
球
に
渡
っ
た
。

そ
し

こ
の
イ

そ
の
時

、
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②
山

川
郷
土
歴
史
第

二
編
よ
り

利
右
衛
門
は

、

是
よ
り
甘
藷
漸
く
諸
方
に
広
ま
り
、

に
在
り
。
其
裔
孫
何
の

比
に
か
絶
え
て
な
し
。
村
民

、

享
保
十
七
年
壬
子
の
歳

、

海
内
甚
だ
飢
饉
し

、

藷
州

、

あ
り
て

、

青
木
敦
書
の
著
せ
し
書
に

、

蕃
藷
は

、

享
保
十
九
年
養
生
所
の
塙
地
に
試
作
さ
れ

、

く
し
て
其
種
子
腐
り
し
に

、

薩
摩
の
人

、

島
に
在
て
貯
へ
様
を
精
し
く
教
へ

、

地
に
限
ら

ず
、

の
利
と
な
る
。
是

、

農
民
に
て

、

(1) 

三
国
名
勝
闘
會
よ
り

二
、

大
山
村
岡
児
ケ
水
浦
の
漁
戸
な
り
。
土
人
の
伝
へ
に
宝
永

二
年
乙
酉
の
年

、

江
府
へ
上
ら
れ
け
れ
ば

、

安
房
上
総
等
の

地
に

、

種
さ
せ

玉
ひ
廼
ち
薩
靡
芋
と
唱
ふ
と
ぞ
。

北
越
の
国
々
ま
で
尽
く
種
子
を
蔵
る
の
法
を
知
り

、

文

人
民
其
利
益
を
蒙
る
と
云
ふ
。
利
右
衛
門
、

利
右
衛
門
が
甘
藷
を
伝
え
し
を
徳
と
し
其
の

墓
を
掃
除
し
花
水
を
供
う
。

餓
死
多
く

、

利
右
衛
門
が
功
許
多
と
い
ふ
べ
し
：

·
·
:
0

甘
藷
翁
事
歴
概
要

皇
朝
百

十
二
代
東
山
天

皇
の

御
宇

、

其
の
身
は
乗
船
業
水
手
稼
の

一
人

、

利
右
衛
門
甘
藷

の
功

書

特
り
本
藩
は
甘
藷
を
貯
う
る
に
頼
て
死
す
る

事
を
免
る
。
於
是
命

大
い
に
作
得
を

習
ひ

し
と
見
え
た
り
。
今
は

、

遅
く
種
て

、

歳
、
当
人
が
琉
球
よ
り

三
顆
の
甘
藷
賓
を
盆
栽
し
来

れ
り
。
因
て
本
人

は
、

甘
藷
を
盆
に
植
え
て
琉
球
よ
り
携
へ
帰
る
。

宝
永

四
年
丁
亥
七
月
五
日
死
す
。

墓
は

、

嘗
村
堂
之
間

其
後
関
東
の
島
々
へ
渡
さ
れ
し
が

、

貯
へ
様
悪
し

早
く
掘
り
取
り

、

大
に
民
食
の
食
と
な
り

、

旧
幕
府
徳
川

五
代
将
軍
源
朝
臣
綱
吉
公
の
治
世
に
方
り
て

、

吾
が
薩
隅
日
三
州
の
藩
主
兼
琉
球
國

主
、

島
津
家
二

十

一
代
従
四
位
下
左
近
衛
中
将
松
平
薩
摩
守
源
朝
臣
吉
貴
公
の
治
績
に
係
る
。
弦
に
薩
摩
國
揖
宿
郡
山
川
郷
岡
児
ケ
水
の

姓
は
前
田

、

名
は
利
右
衛
門
と
号
す
。
其
祖
先
出
所
不
詳
。
時
し
も
宝
永

二
年
乙
酉

の

其
の
甘
藷
の
実
を
自
ら
園
圃

に
試
培
し

、

西
南
の
暖

遍
＜
天
下

生
産
し

た
る

に
始

（
中
略
）
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五
兵
衛

四
代 良

右
衛
門

代 代

初
代

. 
文
政
四
年
辛
己
五

月
八
日
死

郎
に

至
る
。

然
る
に

、

本
人
利

右
衛
門
翁
に
は

、

宝
永
四
年
丁
亥
七
月
五
日

、

本
船
が
琉
球
よ
り
上
帆

の
際

、

当

日
逆
風

の
為
め
に
吹
離
さ
れ
て
行
衛
知
れ
ず
。
沈
没
溺
死

の
不
幸

に
遭
遇
す
と
伝
う
。

距
今
星
霜
幾
ん
ど

二
百
九
年
な
り
。
故
に
七
月
五
日
を
以
て
死
亡
せ
る
忌
日
と
定
む
る

事
と
は
な
れ
り
。
翁
は
、

乗
り
て
死
亡
せ
る
を
以
て

、

翁
の
賓
第
な
る
前
田
常
右
衛
門
存
在
し
て

、

利
右
衛
門
の
賓
弟
に
て

其
隣
り
に

家
宅
を

設
け
し
が

、

享
和
二
年
壬
戌
七
月
十

三
日

死

常
右
衛
門

利
右
衛
門
父

降
、
其
代
の
乃
世
系
は

ま
る
と
の
こ
と

。

某
子

距
今
賓
に
星
霜
戴
百
拾
壼
年
を
経
過
せ
り

゜

. 
山
川
岡

児
ケ
水
沖
合
に
於
い
て

、

利
右
衛
門
翁
の
名
跡
を
相
続
せ
る
に
到
る
。
初
祖
利
右
衛
門
以

利
右
衛
門

の
家

に
帰
ら

ざ
る
よ

り

、

其

其
時
父
子
共
に
船
に

同

屋
敷
を
併
せ
て

今
の
賊
五

-4-



七
代

六

代
清
七

五
代

甘
藷
翁
の

幕

翁
の
墓
は
岡
児
ケ
水
堂
の
間
墓
地
に
在
り
其
正
面
に
次
の
文
字
が
刻
さ
れ
て
い
る
。

大
正
三
年
甲
寅
八
月
十

一
日
死

前
田
眠

五
郎

（利
右
衛
門
と
改
む
）

明
治
廿

三
年
庚
寅

一
月
廿
八
日
死

前
田
清

左
衛
門

天
保
四
年
癸
己
五
月

廿
五
日
死

. 
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蕃
藷

第
二
回
内
國
勧
業
博
覧
會

二

品
勲
一
等

明
治
十
四

年
六
月
十
日

能

久
親
王
国

審
査
副
長
従
四
位
勲

四
等

. 
佐
野
常
民
印

九
鬼
隆

印

審
壼
部
長
従
五
位
勲
五
等

審
査
総
長
正
四
位
勲

二
等

右
ノ
薦
告
二
拠

リ

之
ヲ
褒
賞
ス

内
國
勧

業
博
覧
會
事
務
総

裁

田
中
芳
男
印

永
根
平
教
印

一

審
鹿
児
島
縣

褒
状
（
窺
）

II II 

若
林

査

官

岡

前
田
清
左
衛
門

薩
摩
國
頴
娃
郡
岡
児
ケ
水
村

高

久
印
毅
印

祖
先
移
伝
ノ
種
苗
ヲ
継
績
培
養
シ
以
テ
今
日
二

至

ル
而
シ
テ
品
位
モ
亦
佳
良
ナ
リ
裁
培
ノ
労
少
シ
ト
セ
ス
頗
ル
嘉
ス
ベ
シ
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八
原
文

＞

に
流
す

翁 る
者

弘
化
三
年
丙
午
五
月
五
日

八
年
を
経
た
る
も

、

八
仮
名
交
り
文
＞

不
幸
に
し
て

、

止

J
I

河
野
通

直

佐
々
木
廣
謙

敬
撰

い
ず
れ
も
漢
文
で
あ
る
の
で

、

先
に
仮
名
交
り
文
に

書
き
下
し

、

利
右
衛
門
は

、
山
川

邑
児
箇
水
の
人
な
り
。
父
子
乗
船
を
以

て
業
と
な
す
。
嘗
て

路
に
限
に
値
ひ

、

舟
覆
り

、

父
子
溺
れ
て
返
ら
ず
゜

一
甘
藷
を
琉
球
よ
り
得
て

、

之
を
場
圃
に
植
え

、

蕃
術
蔓
生
す
。
戸
毎
に
伝
へ
て
植
え

、

す
。
近
世

、

音
に
本
邦
に
樹
芸
す
る
の
み
な
ら
ず

、

施
し
て
他
邦
に

及
ぶ
。

人
民
多
く
之
に
頼
り
て

、

後
に
原
文
を
掲

民
以
て
糧
と
な

凶
歳
の
患
無
き
を
得
る
所

以
の
も

子
孫
に
其
の

祀
を
奉
ず
る
者
無
し
。
邑
民
追
悼
し

、

為
に
墓
を
建
て
祭
を
致
す
。
其
の
歿
せ
し
よ
り
星
霜
既
に
百
二
十

土
人
今
に
至
る
ま
で
呼
び
て
甘
藷
翁
の
塚
と
な
す
。
然
り
而
し
て

墓
誌
湮
滅
し

、

法
琥
且
に
不
詳
な
ら
ん
と
す
。
詣

こ
れ
を
憾
み
と
す
。
是
に
於
い
て
か

、

碑
を
墓
側
に
建
て

、

の
は

、

実
に
利
右
衛
門

の
功
な
り
゜

其
の
未
だ
溺

れ
ざ
る
に
当
り

、

田
墓
前
碑
文

げ
る

。

甘
藷
翁

の
頌
徳
碑
は

三
、

碑

一
基
建
て
ら
れ
て
い
る
が

文

其
の
略
状
を
録
し

、

繋
ぐ
る
に
銘
を
以
て
す
。
銘
に
日
く

、

囲
極

の
恵

、

遺
は
邑
民
に
在
り
。
魂
を
招
き
祭
を

放
す
。
魂
そ
れ
之

を
享
け
よ
。
老
少
皆
詣
る
。
生

、

利
右
衛
門
山

川

邑
児
箇
水
人
也
父
子
以
乗
船
為
業
嘗
路
値
隈
舟
覆
父
子
溺
不
返
嘗
其
未
溺
得

一
甘
藷
於
琉
球
而
植
之
於
場
圃
蕃

. 
不
幸
な
り
と
雖

、

暗
甘
藷

芳
を
百
世
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え
、

遂
に
國
中
に
偏
し

、

今
は

則
ち

天
下
有
ら
ざ
る
は
無
し
。

八
仮
名
交
り
文
＞

甘
藷

の
人
を
養
う
は
五
穀
と
等
し
。
夫
れ
天
に
水
旱
有
り
て
而
し
て
五
穀
に
豊
島
有
り
。

地
に
肥
挽
有
り
て
五
穀
其
の
宜
し
き
を
異

に

す
。
唯
甘
藷
は
土
中
に
在

り
て
水
旱
を
知
ら
ず

、

と
雖

、

甘
藷
に
賓
に
之
れ
頼
る
な
り
。
是
則
ち

、

甘
藷
の
功

、

時
有
り
て
か

、

五
穀
に
勝
る
な
り
。
古
は

、

凡

そ
民
に
功
あ
る
も
の
は
必
ず
之
を
祭
る
。
故
に
蛯
乃
祭
は

、

主
と
し
て
裔
を
先
に
し
て
祭
る
。
司
商

は
猫
虎
の
類
と
雖
、
其
田
鼠
田
琢
を
食

ふ
も

の
は

則
ち
迎
へ
て
之
を
祭
る
。
然
ら
ば
即
ち
始
め
て
甘
藷
を
種
う
る
の
人

、

者
は

、

誰
ぞ
。
昔

、

尋
て

、

/.1 

利
右
衛
門
、

宝
永

二
年

、

薩
靡
山

川
邑
児
ケ
水
村

の
民
に
利
右
衛
門
と
い
ふ
者
あ
り
。
舟
子
と
な
り
て
琉
球
に
至
り

、

之
を
圃
に
種
る
に
大
い
に
蔓
術
す
。
採
り
て
以
て
糧
に
代
う
。
是
に
於
て

、

既
に
没
す
。
土
人
其
の
恵
を
思
い

、

相
共
に
塚
を
立
て

、

呼
び
て
甘
藷
翁
の
塚
と
な
す
。
毎
年
七
月
五
日
を
以
て
祭
を
致

(2) 

甘
藷
翁
碑
銘

民
飢
餓
の
患
無
き
者
は

、

盆
裁
し
て
帰
り

、

弘
化
三
年
丙
午
五
月
五
日
山
川

魂
其
享
栴
老
少
皆
詣

喧
甘
藷
翁
芭
極
之
恵

河
野
通
直

遺
在
邑
民
招
魂
放
祭

雖
生
不
幸
流
芳
百
世

佐
々
木
廣
謙

其
れ
之
を
種
う
る
。
荒
痔

付
歯

の
地
と
雖

、

敬
揺

術
蔓
生
毎
戸
偲
植
民
以
為
糧
近
世
不
音
樹
藝
本
邦
施
及
他
邦
所
以
得
人
民
多
頼
之
而
無
凶
歳
之
患
者
賓

利
右
衛
門

之
功

也
不

幸
無
子
孫
奉
其
祀
者
邑
民
追
悼
為
建
墓
致
祭
其
歿
也
星
霜
既
経
百

二
十
八
年
土
人
至
乎

今
呼
為
甘
藷
翁
塚
然
而

墓
誌
湮

滅
法

号
且
不
詳
詣
憾
焉
於
是
乎
建
碑
於
墓
側
而
録
其
略
状
繋
以
銘
銘
日

. 宜
し
か
ざ
る
は
な
し
。
歳

、

一
甘
藷
を

凶
荒
に
値
ふ

其
れ
祭
る
こ
と
な
か
る
べ
け
ん
や
。
始
め
て

甘
藷
を
種
う

る

土
人
争
い
其
種
を
求
め
て
之
を
植
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ま
る

A

1

、

,
9
 
•• 

,~ 

鹿
児
島
県
十
等
官

甘
藷
捉
人
輿
五
穀
等
夫
天
有
水
旱
而
五
殻
有
豊
歎
地
有
肥

孔
而
五

穀
異
其
宜

唯
甘
藷
在
土
中
水

旱
不
知
其
種
之

雖
荒
痔
付
歯

之
地
無
不
宜
焉
歳
雖
値
凶
荒
民
無
飢
餓
之
患
者
甘
藷
質
之
頻
焉
是
則
甘
藷
之
功
有
時
乎
勝
於
五
穀
也
古
者
凡
有
功
於
民
者
必

祭
之
故
蛯
之
祭
主
先
裔
而
祭
司
尚
雖
猫
虎
之
類
其
食
田
鼠
田
琢

則
迎
而
祭

之
然

則
始
種
甘
藷
之
人

其
可
無

祭
乎
始
種
甘
藷
者
誰

八
原
文

＞

し
と

云
う

、

揖
宿
郡
宰
椎

原
國
蕃
書

明
治

六
年
癸

酉
五
月

上
浣

豊
碑
刻
銘

、

千
載
に
是
垂
れ
ん
。

賢
宰
焉
を
慨
き

、

翁
の
為
に
祠
を

立
て
、

後
世
礼
亡
び

、

淳
風
日
に
遠
し

古
、

食
を
祭
る

、

本
に
報
ゆ
る
所
以
な
り

唯
か
始
め
て
種
う
る
者
ぞ

、

史
乗
録
せ
ず

甘
藷
の
人
を
養
う

、

銘
に
日
＜

を
職
に

労
す
る

の
み
な
ら

ず
、

す
。
蓋
し

、

之
を
為
す
゜

五
穀
六
と
す
べ
し

今
藤
宏

撰

是
嘉
す
べ
き
な
り
。
翁
に

一
子
有
り
。
宝
永

四
年
七
月

、

与
に
舟
に
乗
り
風

濤
に
遇
い
て

、

父
子
倶
に
覆
没
す
。
故
に
後
無

其
の
忌
日
な
り
。
歳
久
し

く

し
て

菜
誌
浪
滅
す

゜

雅
馴
な

ら
ざ
る
を
悼
み

、

祠
を
立
て
之
を

祀
る
。
因
り
て
余

に

請
う
に

、

碑
文
を
以
て
す
。
孝
助
君

、

又
先
世
の
民
に
功
有
る
者
を
推
し
て
之
を
祀
る
。
深
く
古
誼
に
合
す
。
而
し
て
翁

、

因
り
て
以
て
世
に
彰

一
方
民
社
の
寄
に
鷹
り

、

弘
化
中
佐
々
木
某
等

、

更
に
碑
を

立
っ
。
然

れ
ど
も

、

官
未
だ
嘗
つ
て

聞
知
せ
ざ
る
な
り
。
明
治
六
年
大
区

長
椎
原
孝
助
君

、

翁
の
民

に
功
あ
り
て
、

独
り

心

此
皆
土

人
私
か
に

其
事
蹟
彰

れ
ず

、

且
つ
碑
詞
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に
謄
灸
せ
り

゜

八
仮
名
交
り
文
＞

本
に
報
い
始
め
に
反
る
は

、

薩
人
の
甘
藷
翁
に
於
け
る
巻
々
と
し
て
措
か
ざ
る
な
り
゜

球
に
航
し
て
甘
藷
数
顆
を
載
せ
還
り

、

試
に
之
を

あ
摺
卑
湿
に
培
う
。
種
え
て
蕃
ら
ざ
る
な
く

、

蕃
し
て

実
ら
ざ
る

な
し
。
四
方
競
い
培

以
て
穀
食
の
眼
を
補
う
。
薩
摩
藷
の
名

、

万
口

え
、

遂
に

、

海
内
に
遍
く

、

(3) 

昔
宝
永

二
年
薩
摩

山
川

邑
児
ケ
水
村
之
民
有
利
右
衛
門
者
為
舟
子

至
琉
球
得

一
甘
藷
盆
裁
而
帰
種
之
圃
大

蔓
術
採
以
代
糧
於

是
土
人
争
求
其
種
以
植
之
遂

偏
於
國
中
今
則
天
下
無
不
有
焉
利
右
衛
門
既
没
土

人
思
其
恵
相
共
立
尿
呼
為
甘
藷
翁
尿
以
毎
年
七

月
五
日
致
祭
疵
其
忌
日
也
歳
久
墓
誌
浪
滅
弘

化
中
佐
々

木
某
等
更
立
碑
然
此
皆
土
人
私
為
之
官
未
嘗
聞
知
也
明
治
六
年
大
区

長

椎
原

孝
助
君
悼
翁
有
功
於
民
而
其

事
蹟
不
彰
且
碑
詞
不
雅
馴
立
祠
祀
之
因
請
余
以
碑
文
孝
助
君
鷹

一
方
民
社
之
寄
不
獨
労
心

於
職
耳
又
推
先
世
之
有
功
於
民
者
而
祀
之
深
合
古
誼
而
翁
因
以
彰
於
世
是
可
嘉
也
翁
有

一
子
宝
永
四
年
七
月
輿
乗
舟
遇
風
濤

為
翁
立
詞

甘
藷
翁
頌
徳
碑

. 鹿
児
島
縣

十
等
官

人
道
の
大
義
な
り
゜

淳
風
日
遠

況
や
利
沢

、

民
に
蒙
り
て
百
世
喝
き
ざ
る
者

、

登
其
初
を
忘
る
べ
け
ん
や
。
宜
な
仇

記
を
案
ず
る
に

、

宝
永

二
年

、

独
り
生

霊
を
凶
饉
に
済
う

の
み
な
ら

ず
、

貴
賤
常
食
し
て
、

明
治

六
年
癸
酉
五
月

上
浣

揖
宿
郡
宰

椎
原
国
蕃

今

賢
宰
慨
焉

豊
碑
刻
銘
千
載
是
垂

古
者
祭
食
所

以
報
本
後
世
橙

△

甘
藷

捉
人
五
穀
可
六

而
父
子
倶
覆
没
故
無
後
云
銘
日

誰
始
種
者
史
乗
不
録

書

藤
宏
撰

山
川
村
岡
児
ケ
水
の
里
人

、

利
右
衛
門
は

、

琉
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る
べ
け
ん
や
。
而
し
て

、

薩
人
之
を
伝
へ
て

、

未
だ
顕

れ
ざ
る

。
蓋
し
此
に

二
百
年
。
今

は
更
に
一
大
碑
を
建

て
ヽ

、

ざ
る
な
り
。
乃
て
記
す
゜

そ
の
当
を
得
る
の
み
な
ら
ず

、

大
正
四
年
九
月
上
浣

西
原
清
行

第
七
高
等
造
士
館
教
授
従
五
位

鹿
児
島
縣
揖
宿
郡

書
記

る
。
独
り
報
本
反
始
の
道
に
於
い
て

、

而
し
て
其
の
初
を
た
づ
ぬ
れ
ば

、

山
田
準
撰

書
翁
の
名
蓋
し
是
よ
り
天
下
に
暴
白
せ
ん
か
。
是
記

せ
さ
る
べ
か
ら

ー
に
我
甘
藷
翁
に
由
る
。
但
地
僻
に
し
て

、

人
賤
な
れ
ば

、

し
、

薩
種
を
諸

州
に
勧
倍
す
。

其
の
名
夙
に
顕
る
。

利
右
衛
門

、

塚
頬
る
。

既
に
亡
し
、
薩
人
深

く

之
を
徳
と
す
る

。

塚
を
立
て
、

‘

弘
化
中
佐
々
木
某

等
臨
を
立
て
ヽ

之
を
表
す
。
明
治
初
年
揖
宿
郡
宰
椎
原
國
蕃
等
私
か
に
議
し

、

贈
り
て

幕
を
表
す

゜

又
、

儒
士
今
藤
宏
に
乞
う
て
文
を
撰
し

、

石
に
刻
む
。

二
十
七
年

、

益
々
具
る
。

三
十
二
年
暴
風
雨
に
會
ひ

、

詞
堂

、

閾
村
嘆
恨
し

、

人
を
し
て
敬
を
起
さ
し
む
。

壌
え
て
碑
石
を
埋
む
。

る
は
道
に
あ

ら

ざ
る
な
り
。
乃
ち
汎
く
資
を
募
り

、

と
。
人
を
遣
し
来
り
余

に
文
を
請
ふ
。
顧
る
に

、

島
根
県

に
往
き
し
時

、

呼
ん
で

、

藷
代
官
と
な
す
゜

7

マ
打
，`
ク
7

づ
ブ

・
‘
‘
し
）
キ
4
/

｀

甘
藷
翁
の

絡
と
云

ふ
。
忌
日
に
は
必
ず
祭
を
致
す
。
年
久
し

く

是
に
於
て
巨
資
を
投

じ

て
旧
域
を
拡
め

、

新
に
祠
宇
を
築
く
。
大
正
三
年
、

こ
れ
よ
り
先

、

馬
野
郡
長
服
部
県
官
其
他
有
志
相
謀
り
て
日
く

、

頌
徳
碑
を
詞
畔
に
建
て

、

里
人
更
に
祠
堂
を
設
け
之
を
祀
り

崇
奉
の

典
、

工
を
起
し

、

玉
蔓
大
御
食
持
命

の
謡
琥
を

明
年
之
を
竣
ゆ
。
祠
貌
徽
然

此
事
独
り
村
民
を
煩
し
、

吾
曹
の
傍
観
す

後
人
を
し
て
永
＜
利
沢
の
由
る
所
を
記
さ
し
め
ん
と
欲
す

代
官
に
井
戸
平
左
衛
門
あ
り
。
薩
藷
を
頷
内
に
播
植
す
。
土
人

そ
の
亡
所
に
紀
恩
碑
を
建
つ
る
あ
り
。
近
く
は

、

更
に
贈
位
の
典
あ
り
。

青
木
昆
陽
も
亦

、

甘
藷
の
利
を
察

そ
の
名

、

未
だ
甚
顕
れ
ず
。
登
傷
ま
ざ

其
の
厚
徳
を
頌
す
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っ
ー



馬
場
助

志
々
目
藤

彦

服
部
教

記
也
乃
記

肥
後
榮
蔵

馬

野
精

是
枝
誠
介

報
本
反
始
人
道
之
大
義
況
利
澤
蒙
民
百
世
不
喝
者
登
可
忘
其
初
乎
哉
宜
芙
薩
人
之
於
甘
藷
翁
脊
々
不
措
也
安
記
宝
永
二
年
山

川

村
岡
児
ケ
水
里
人
利
右
衛
門
者
航
琉
球
載
甘
藷
数
顆
還
試
培
之
硯
摺
卑
湿
莫
種
而
不
蕃
莫
蕃
而
不
｛
貫
四
方
競
培
遂
遍
海
内

不
蜀
済
生

霊
干
凶
飾
貴
賤
常
食
以
補
穀
食
之
眼
薩
摩
藷
之
名
謄
灸
干
萬

□

利
右
衛
門
既
亡
薩
人
深
徳
之
也
立
塚
日
甘
藷
翁
墓

忌
日
必
致
祭
年

久
塚
額
弘
化
中
佐
々
木
某
等
立
墓
表
之
明
治
初
年
揖
宿
郡
宰
椎
原
國
蕃
等
私
議
贈
玉
蔓
大
御
食
持
命
溢
琥
表

干
募
又
乞
儒
士

今
藤
宏
撰
文
刻
石

二
十
七
年
里
人
更
設
祠

堂
祀
之
崇
奉
之
典
益
具
三

十
二
年
會
暴
風
雨
壊
祠
堂
埋
碑
石
閾
村

嘆
恨
於
是
投
巨
資
拡
旧
域
新
築
祠
宇
大
正
三
年
起
工
明
年
竣
之
伺
貌
懺
然
令
人
起
敬
先
是
馬
野
郡
長
服
部
縣
官
其
他
有
志
相

謀
日
此
事
獨
煩
村
民
吾
曹
傍
観
非
道
也
乃
汎
募
資
建
頌
徳
碑
干
詞
畔
欲
使
後
人
永
記

利
澤
所
由
也

遣
人
来
請
余
文
顧
島

根
縣
往

時
有
代
官
井
戸
平
左
衛
門
播
植
薩
藷
千
領
内
土
人
呼
以
藷
代
官
其
亡
所
在
建
紀
恩
碑
近
者
更
有
贈
位
之
典
青
木
昆
陽
亦
察
甘

藷
之
利
勧
培
薩
種
干
諸
州
其
名
夙
顕
而
原
其
初
一
由
干
我
甘
藷
翁
但
地
僻
人
賤
其
名
未
甚
顕
登
不
可
傷
乎
哉
而
薩
人
博
之
未

顕
蓋

二
百
年
干
此
今
者
更
建

一
大
碑
頌
其
厚
徳
不
蜀
於
報
本
反
始
之
道
得
其
嘗
翁
之
名
蓋

自
是

暴
白
干
天
下
癸

乎
是
不
可
不

大
正
四
年
九
月
上
浣

第
七

高
等
學
校
造
士
館
教
授
従
五
位

八

原
文

＞

鹿
児
島
縣
揖
宿
郡

書
記

建
碑
発
起
人

樋
渡
次
右
衛
門

豊

西
原
清

田
勝
蔵

行

山
田
準
撰

書

. 日 隈

高 プ

退
蔵

禎
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ヽ

由
緒
祭
神

四
、

り゚

甘
藷
翁
頌
徳
碑鹿

児
局
縣
知
事

玉
蔓
大
御
食

持
命
保
食
神

往
時
、
嘗
薩
摩
國
揖
宿
郡
山

川
郷
岡
児
ケ
水
の
利
右
衛
門
と
称
し

、

舟
乗
業
を
な
し

、

元
録
の
初
年
に
琉
球
國
へ
渡

航

し
た
る
時

、

琉
球
人

、

芋
の
如
き
物
を
食
し

た
り
。

利
右
衛
門
つ

ら
つ
ら
之

を
見
て
思
へ
ら

く

、

に
於
い
て
見
聞
せ
ず

。
吾
等

僻
賑
の
地
に
於
い
て
は

、

最
も
糧
食
を
補
ひ
有
る
べ
し
と

、

し
て
帰
り

、

某
圃
に
試
み
し
に

、

能
＜
土
地
に
適
應
し
、

於
て
唐
芋
と
称
へ

、

近
隣

の
争
ひ
需
め
て
之
を
植
え

、

未

だ
数
年
出
で
ざ
る
に

、

利
右
衛
門

其
子
某
と

共
に
再
渡
航
し
、

芋
を
持
帰
ら
ん

と
し
舟
に
在
り

。
時

に
展
風
暴
に
致
り

、

子
遂
に
涌
没
す

。
時

、

宝
永
四
年
己
亥
七
月
五
日
也
（
享
保
四
年
ト
ア
ル
ハ
葬
儀
ヲ
為
｀
ソ
墓
碑
ヲ
建
テ
タ
ル
日
ナ
リ
シ

ヤ
。

死
体
帰
ラ
ズ
後
日
大
風
ヲ
思
ヒ
偲
ビ
記
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
メ
ヤ
）
此
よ
り
以
還
歳
月
の
久
し
き

、

弘
化
三
年
丙
午
年
五
月

、

滅
す
る
を
憂
ひ

、

更
に
碑
を
建
て

以
て

其
の
概
要
を
掲

ぐ
。
尋
ひ

て
、

鹿
児
島
県
揖
宿
郡
山
川
村
岡
児
ケ
水
三
三
二
番
地

神
社
明
細
帳 . 

山
川
佐
々
木
廣
兼

、

高

利
右
衛
門

喜
し
て
之

を
採
り

、

河
野
通
直
の
二
人
相
謀
り
て

、

無
指
定
村
社
徳
光
神
社

岡
直

吉

書

此
の
も
の
我
未
だ
内

地

僅
か
に

一
顆
を
獲

、

之
を
盆
裁

以
て
日
用
の
糧
に
代
へ

、

愛
に

関
州
遂
に
競
ふ
て
之
を
倍
植
す
る

に
至

明
治

六
年
五
月

、

之
が
為
に
覆
り

、

父

遂
に
他
邦
に
蔓
延
す
゜

岡
児
ケ
水
の
堂
の
間
に
在
る
石
碑
の
磨

椎
原
孝
助
区

長
た
る
寸
郷
民
又
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一
、

境
内
地

壼
千
五
百

戸

岡
児
ケ
水

福
元
区

、

大
正
四
年
九
月
揖
宿
郡

長
馬

野
精
一
氏
嘗
神
社
に

設
置
す
゜

村
社
列
格

社
殿
再
建

更
に
徳
光
の

地
に
碑

を
建
て

、

社
琥
依
願
許
可
同
年
建
設

一
、
威
畝
四
歩

一
、

賦
畝
五
歩

一
、

五
畝
参
歩

一
、
戴
拾
弐
歩

甘
藷
翁
と
称
へ

、

境
内
地
第

一
種
官
有

地
卜
官
許

明

治
十

二
年

明
治
十

二
年

三
畝
拾
歩

成
川
区

、

大
山
区

. 

私
に
謡

名
を
玉
蔓
大

御
食
持
命
と
日

ふ
。
明
治
六
年

十
月
一
日
徳
光
神

大
正
四
年
九
月
揖
宿
郡

長
馬
野
精

一
氏
嘗
神
社
の
荒
敗
を
慨
し

、

社
殿
改
築
の
議
を
提
唱
す
。
時
の

高
岡
直
吉
縣
知
事
大
い
に

賛

し
、
汎
＜
縣
民
の

義
落
Cに
訴
え
し
が
、

嘗
岡
児
ケ
水

の
区
民
境
内

地
寄
附
申
出
之
を
受
け
て

拡
張
す
゜

大
正
四
年
九
月

甘
藷
翁
頌
徳

碑
建
立

一
、

氏
子
参
百
戸

一
、

崇
敬
者

無
指
定
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明
治
四
拾

参
年
六
月
合
祀

一
、

児
ケ
水
神
社

一
、
河
上
神
社

一
、
大
山
枯
神
社

一
、

龍
宮
神
社

神
社
名

事
代
主
命

速
秋
津
姫
神

猿
田
彦
大
神

速
秋
津

彦
神

大
山
津
見
神

豊
玉

姫
蒻

受

持
神

祭

神 . 
明
治
四
十

三
年
六
月

明
治
十

二
年
十
月

明
治
十

三
年
五
月

明
治
四
十
三
年
六
月
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昭
和
六
十
年

三
月
十
一
日

町
民
各
位

の
ご
叱
正
と
多
様
な
ご
活
用
を
お
顧
い
し
た

い
。

は
な
い

か
も
し

れ
な
い

。

昭
和
五
十
三

年
度
現
在
の

こ
れ
ら
の
発
刊
物
は

、

川
十

一
面
観
音

正
龍
寺
跡
」

第

一
集
は

山
川
町
教
育
委
員
会

「
地
頭
仮
屋
跡
」

. 

出
来
る
限
り
の
客
観
性
と
実
証
性
を
追
求
し
て
い
る
が

、

そ
し
て
今
回

、

第
六
集
は
、

第
四
集
は

、

山
口
綱

義
の

「
徳
光
神
社
と
前
田
利
右
衛
門
」

「
休
暇
日

誌
」
を

、

第
五
集
は

の
調
査

報
告
を
特
集
し
た
。

の
調
資
報
告
を
、
第

三
集
は

編

集

後

記

「
町
内
指
定
文
化
財
」

「
山
川

の
文
化
財
」
が
第
六
集
と
な
っ
た
。

で
あ
る
。

ま
だ
十
分
で

「
山
川
の
水
産
史
」
を
特
集
し
た
。

「
成
川
下
原
の
田
の

神
像
」

の
概
要
を

、

第
二
集
は

、

「
成

「
旧
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. 
印
刷

発
行
編
集

発
行
日

代
表
者

福
永
徳
郎

T
E
L
 0
九
九
三
ニ
ー
三
ー
三
0
ニ

―

指
宿
市
十
二
町
五

〇
六

福
永
印

T
E
L
 0
九
九
三
三
ー
五
ー
ニ
九
八

刷

昭
和
六
十
年
三
月
三
十
日

「
山
川
の
文
化
財
」
編
集
委
員
会

山
川
町
教
育
委
員
会

山
川
町
新
生
町
八
四

「
山
川
の
文
化
財
」
第
六
集 . 

一
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